
令 和 6 年 第 1 回

さくら市議会定例会議案書

№1
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付 議 事 件
第 1 回定例会

番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

1
さくら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部改正について
市 長

No.1

P 4

2
さくら市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部改正について
〃 P 5

3
さくら市長等の損害賠償責任の一部免責に関する

条例の一部改正について
〃 P 7

4 さくら市手数料条例の一部改正について 〃 P 8

5 さくら市立保育園条例の一部改正について 〃 P 16

6

さくら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営

に関する条例の一部改正について

〃 P 17

7 さくら市介護保険条例の一部改正について 〃 P 19

8

さくら都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事

業の換地処分に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定について

〃 P 21

9 さくら市営住宅管理条例の一部改正について 〃 P 23

10 さくら市水道事業給水条例の一部改正について 〃 P 24

11
さくら市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関

する条例の一部改正について
〃 P 25

12 さくら市債権管理に関する条例の制定について 〃 P 27

13 さくら市保育園運営審議会条例の廃止について 〃 P 29

14 令和 5 年度さくら市一般会計補正予算(第 11 号) 〃 P 31

15
令和 5 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区

画整理事業特別会計補正予算（第 3 号）
〃 P 63

16
令和 5 年度さくら市国民健康保険特別会計補正予

算（第 3 号）
〃 P 79

-2-



番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

17
令和 5 年度さくら市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第 1 号）
市 長 P 97

18
令和 5年度さくら市介護保険特別会計補正予算（第

4 号）
〃 P113

19 令和 6 年度さくら市一般会計予算 〃
No.2

P 5

20
令和 6 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区

画整理事業特別会計予算
〃

No.3

P 5

21 令和 6 年度さくら市国民健康保険特別会計予算 〃 P 27

22 令和 6 年度さくら市後期高齢者医療特別会計予算 〃 P 53

23 令和 6 年度さくら市介護保険特別会計予算 〃 P 71

24 令和 6 年度さくら市水道事業会計予算 〃 P109

25 令和 6 年度さくら市下水道事業会計予算 〃 P133

26 財産の処分について 〃 P157

27 市道路線の認定について 〃 P158

28
鷲宿辺地、下河戸南辺地及び南和田辺地に係る総

合整備計画の変更について
〃 P160

29 さくら市監査委員の選任同意について 〃 P166

30 さくら市教育委員会委員の任命同意について 〃 P167

31 さくら市教育委員会委員の任命同意について 〃 P168

報告

1

専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決

定及び和解）
〃 P169

諮問

1
人権擁護委員候補者の推薦について 〃 P171
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議案第 1 号

さくら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正について

さくら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 6 年 2 月 21 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例

さくら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例（平成 17 年さくら市条例第 44 号）の一部を次のように改正する。

別表中「

」を

「

」に

改める。

附 則

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。

保育園運営審議会委員 年額 6,000 円

子ども・子育て会議委員 年額 6,000 円

子ども・子育て会議委員 日額 5,500 円
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議案第 2 号

さくら市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の一部改正について

さくら市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定める。

令和 6 年 2 月 21 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例

さくら市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元

年さくら市条例第 15 号）の一部を次のように改正する。

第 2 条中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。

第 14 条第 2 項中「及び第 24 条第 2 項」を削り、同条の次に次の 1 条

を加える。

（フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当）

第 14 条の 2 給与条例第 17 条の 4 の規定は、任期の定めが 6 箇月以上

のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉

手当について準用する。

第 24 条第 1 項中「以下この条において同じ。」を削り、同条第 2 項を

次のように改める。
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2 第 14 条第 2 項及び第 3 項の規定は、パートタイム会計年度任用職員

の期末手当について準用する。

第 24 条第 3 項を削り、同条の次に次の 1 条を加える。

（パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当）

第 24 条の 2 給与条例第 17 条の 4 の規定は、任期の定めが 6 箇月以上

のパートタイム会計年度任用職員（1 週間当たりの勤務時間が著しく

少ないものとして規則で定めるものを除く。）について準用する。こ

の場合において、給与条例第 17 条の 4 第 3 項中「それぞれその基準日

現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれ

その基準日（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死

亡した日）以前 6 箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての

在職期間における報酬（フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮

して規則で定める額を除く。）の 1 箇月当たりの平均額」と読み替え

るものとする。

2 第 14 条第 2 項及び第 3 項の規定は、パートタイム会計年度任用職員

の勤勉手当について準用する。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。

（さくら市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

2 さくら市職員の育児休業等に関する条例（平成 17 年さくら市条例第

39 号）の一部を次のように改正する。

第 7 条第 2 項中「（地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 22

条の 2 第 1 項に規定する会計年度任用職員を除く。）」を削る。

第 8 条中「地方公務員法」の次に「（昭和 25 年法律第 261 号）」を

加える。
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議案第3号

さくら市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一

部改正について

さくら市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。

令和 6 年 2 月 21 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一

部を改正する条例

さくら市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和5年さくら

市条例第28号）の一部を次のように改正する。

第 1 条中「第 243 条の 2 の 2 第 3 項」を「第 243 条の 2 の 8 第 3 項」

に改める。

第 2 条中「第 173 条第 1 項第 1 号」を「第 173 の 4 条第 1 項第 1 号」

に改める。

附 則

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。
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議案第 4 号

さくら市手数料条例の一部改正について

さくら市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 6 年 2 月 21 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市手数料条例の一部を改正する条例

さくら市手数料条例（平成 17 年さくら市条例第 67 号）の一部を次の

ように改正する。

第 5 条中「戸籍・除籍の記録事項証明書、除籍の謄本若しくは抄本又

はその他の証明書等」を「戸籍・除籍の謄本、抄本、証明書その他の書

類」に改める。

第 7 条及び第 8 条を次のように改める。

（過料）

第 7 条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対して

は、その免れた金額の 5 倍に相当する金額（当該 5 倍に相当する金額

が 5 万円を超えないときは、5 万円とする。）以下の過料に処する。

（委任）

第 8 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表中第 67 号を第 69 号とし、第 7 号から第 66 号までを 2 号ずつ繰り

下げ、第 1 号から第 6 号を次のように改める。

(1) 戸籍法（昭 1 通につき 450 円 交付のとき
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和 22 年 法 律

第 224 号）第

10 条第 1 項、

第 10 条の 2 第

1 項 か ら 第 5

項まで若しく

は第 126 条の

規定に基づく

戸籍の謄本若

しくは抄本の

交付又は同法

第 120 条 第 1

項、第 120 条

の 2 第 1 項若

し くは第 126

条の規定に基

づく戸籍証明

書の交付

(2) 戸 籍 法 第

10 条第 1 項、

第 10 条の 2 第

1 項 か ら 第 5

項まで又は第

126 条 の 規 定

に基づく戸籍

に記載した事

項に関する証

明書の交付

証明事項 1

件につき

350 円 交付のとき

(3) 戸 籍 法 第

120 条の 3 第 2

項の規定に基

づく戸籍電子

証明書提供用

戸 籍 電 子

証 明 書 提

供 用 識 別

符号 1 件に

つき

400 円 交付のとき

-9-



識別符号の発

行（情報通信

技術を活用し

た行政の推進

等に関する法

律（平成 14 年

法 律 第 151

号）第 7 条第

1 項 の 規定 に

より同法第 6

条第 1 項に規

定する電子情

報処理組織を

使用する方法

（総務省令で

定めるものに

限る。以下こ

の号及び第 6

号において同

じ。）により戸

籍電子証明書

提供用識別符

号の発行を行

う場合（当該

発行に係る戸

籍電子証明書

の請求が同条

第 1 項の規定

により同項に

規定する電子

情報処理組織

を使用する方

法により行わ

れた場合に限
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る。）における

当該発行及び

戸籍電子証明

書提供用識別

符号の発行に

係る戸籍電子

証明書の請求

を行う者が同

時に当該戸籍

電子証明書が

証明する事項

と同一の事項

を証明する戸

籍の謄本若し

くは抄本又は

戸籍証明書の

請求を行う場

合における当

該 発 行 を 除

く。）

(4) 戸 籍 法 第

12 条の 2 にお

いて準用する

同 法 第 10 条

第 1 項若しく

は第 10 条の 2

第 1 項から第

5 項 ま での 規

定若しくは同

法第 126 条の

規定に基づく

除かれた戸籍

の謄本若しく

は抄本の交付

1 通につき 750 円 交付のとき
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又 は 同 法 第

120 条第 1 項、

第 120 条 の 2

第 1 項若しく

は第 126 条の

規定に基づく

除籍証明書の

交付

(5) 戸 籍 法 第

12 条の 2 にお

いて準用する

同 法 第 10 条

第 1 項若しく

は第 10 条の 2

第 1 項から第

5 項 ま での 規

定又は同法第

126 条 の 規 定

に基づく除か

れた戸籍に記

載した事項に

関する証明書

の交付

証明事項 1

件につき

450 円 交付のとき

(6) 戸 籍 法 第

120 条の 3 第 2

項の規定に基

づく除籍電子

証明書提供用

識別符号の発

行（情報通信

技術を活用し

た行政の推進

等に関する法

除 籍 電 子

証 明 書 提

供 用 識 別

符号 1 件に

つき

700 円 交付のとき
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律第 7 条第 1

項の規定によ

り同法第 6 条

第 1 項に規定

する電子情報

処理組織を使

用する方法に

より除籍電子

証明書提供用

識別符号の発

行を行う場合

（当該発行に

係る除籍電子

証明書の請求

が同項の規定

により同項に

規定する電子

情報処理組織

を使用する方

法により行わ

れた場合に限

る。）における

当該発行及び

除籍電子証明

書提供用識別

符号の発行に

係る除籍電子

証明書の請求

を行う者が同

時に当該除籍

電 子 証 明 書

が 証 明 す る

事項と同一の

事項を証明す
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別表中第 6 号の次に次のように加える。

る除かれた戸

籍の謄本若し

くは抄本又は

除籍証明書の

請求を行う場

合における当

該 発 行 を 除

く。）

(7) 戸 籍 法 第

48 条 第 1 項

（ 同 法 第 117

条において準

用する場合を

含む。）の規定

に基づく届出

若しくは申請

の受理の証明

書の交付、同

法第 48 条第 2

項（同法第 117

条において準

用する場合を

含む。次号に

おいて同じ。）

若 し く は 第

126 条 の 規 定

に基づく届書

その他市長の

受理した書類

に記載した事

項の証明書の

交付又は同法

第 120 条 の 6

1 通につき 350 円 。た

だし、上質

紙を用いた

婚 姻 、 離

婚、養子縁

組、養子離

縁又は認知

の届出の受

理 証 明 書

は 、 1,400

円とする。

交付のとき
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附 則

この条例は、令和 6 年 3 月 1 日から施行する。

第 1 項の規定

に基づく届書

等情報の内容

の証明書の交

付

(8) 戸 籍 法 第

48 条第 2 項の

規定に基づく

届書その他市

長の受理した

書 類 の 閲 覧

又 は 同 法 第

120 条の 6 第 1

項の規定に基

づく届書等情

報の内容を表

示したものを

閲覧に供する

事務

書類又は届

書等情報の

内容を表示

したもの 1

件につき

350 円 申請のとき
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議案第 5 号

さくら市立保育園条例の一部改正について

さくら市立保育園条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 6 年 2 月 21 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市立保育園条例の一部を改正する条例

さくら市立保育園条例（平成 17 年さくら市条例第 107 号）の一部を次

のように改正する。

別表さくら市立あおぞら保育園の項を削る。

附 則

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。
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議案第6号

さくら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する条例の一

部改正について

さくら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。

令和 6 年 2 月 21 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する条例の一

部を改正する条例

さくら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する条例（平成26年さくら市条例第23

号）の一部を次のように改正する。

第 22 条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「を掲示しなければ

ならない」を「を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動

公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求

めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当する

ものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない」に改める。

第 61 条第 2 項第 2 号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他こ
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れらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる

物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改

める。

附 則

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。
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議案第7号

さくら市介護保険条例の一部改正について

さくら市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 6 年 2 月 21 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市介護保険条例の一部を改正する条例

さくら市介護保険条例（平成17年さくら市条例第122号）の一部を次の

ように改正する。

第4条第1項中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和

8年度まで」に改め、同項第1号中「33,000円」を「30,030円」に改め、

同項第2号中「49,500円」を「45,210円」に改め、同項第3号中「49,500

円」を「45,540円」に改め、同項に次の4号を加える。

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 125,400円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 138,600円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 151,800円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 158,400円

第4条第2項中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和

8年度まで」に、「19,800円」を「18,810円」に改め、同条第3項中「令

和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に、「19,800

円」を「18,810円」に、「33,000円」を「32,010円」に改め、同条第4

項中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」
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に、「19,800円」を「18,810円」に、「46,200円」を「45,210円」に改

める。

第6条第4項中「100円未満」を「10円未満」に、「生ずる」を「生じる」

に改める。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

（経過措置）

2 改正後のさくら市介護保険条例第4条及び第6条第4項の規定は、令和6

年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料について

は、なお従前の例による。
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議案第 8 号

さくら都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業の換地

処分に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

さくら都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業の換地処分に伴う

関係条例の整理に関する条例を次のように定める。

令和 6 年 2 月 21 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業の換地

処分に伴う関係条例の整理に関する条例

（さくら市営住宅管理条例の一部改正）

第 1 条 さくら市営住宅管理条例（平成 17 年さくら市条例第 160 号）の

一部を次のように改正する。

別表中「さくら市上阿久津」を「さくら市きぬの里」に改める。

（さくら市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正）

第 2 条 さくら市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成

17 年さくら市条例第 164 号）の一部を次のように改正する。

別表中「上阿久津の一部」を「上阿久津」に改め、「卯の里五丁目」

の次に「、きぬの里一丁目、きぬの里二丁目、きぬの里三丁目、きぬ

の里四丁目、きぬの里五丁目」を加える。

（さくら市学童保育施設設置条例の一部改正）

第 3 条 さくら市学童保育施設設置条例（平成 23 年さくら市条例第 11
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号）の一部を次のように改正する。

第 2 条の表中「さくら市上阿久津 1774 番地 4」を「さくら市きぬの

里一丁目 19 番地 3」に改める。

附 則

この条例は、さくら都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業に係

る換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
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議案第 9 号

さくら市営住宅管理条例の一部改正について

さくら市営住宅管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 6 年 2 月 21 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市営住宅管理条例の一部を改正する条例

さくら市営住宅管理条例（平成 17 年さくら市条例第 160 号）の一部を

次のように改正する。

第 6 条第 2 項第 8 号ア中「婦人保護施設」を「女性自立支援施設」に

改め、同号イ中「第 10 条第 1 項」の次に「又は第 10 条の 2」を、「おい

て」の次に「これらの規定を」を加える。

附 則

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。
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議案第10号

さくら市水道事業給水条例の一部改正について

さくら市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 6 年 2 月 21 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市水道事業給水条例の一部を改正する条例

さくら市水道事業給水条例（平成17年さくら市条例第167号）の一部を

次のように改正する。

第 5 条中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。

第 34 条第 2 項ただし書中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改め

る。

附 則

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。
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議案第 11 号

さくら市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

例の一部改正について

さくら市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定める。

令和 6 年 2 月 21 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

例の一部を改正する条例

さくら市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成 17

年さくら市条例第 170 号）の一部を次のように改正する。

第 2 条中「次に掲げる」を「430 人とし、次の各号に掲げる区分ごと

に、それぞれ当該各号に定める」に改め、同条第 1 号中「435 人」を「346

人」に改める。

別表第 1 中「

」を

「

」に改める。

本部次長 年額 110,000 円

本部部員 年額 100,000 円

本部団員 年額 100,000 円
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附 則

（施行期日）

1 この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

2 改正後のさくら市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

別表第 1 の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じ

た報酬について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬につい

ては、なお従前の例による。
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議案第12号

さくら市債権管理に関する条例の制定について

さくら市債権管理に関する条例を次のように定める。

令和 6 年 2 月 21 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市債権管理に関する条例

（目的）

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要

な事項を定めることにより、その適正化を図ることを目的とする。

（定義）

第2条 この条例において「市の債権」とは、金銭その他の給付を目的

とする市の権利をいう。

（法令等との関係）

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令等（法令

又は条例若しくはこれに基づく規則（地方公営企業法（昭和27年法律

第292号）第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。）をい

う。以下同じ。）に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定

めるところによる。

（市長の責務）

第4条 市長（水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含

む。以下同じ。）は、法令等の定めるところにより、市の債権を適正
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に管理しなければならない。

（台帳の整備）

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定めるところ

により台帳を整備するものとする。

（債権の放棄）

第6条 市長は、市の債権（消滅時効について時効の援用を要しない債

権を除く。）について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた

ときは、当該市の債権の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 当該市の債権について消滅時効が完成したとき（債務者が時効

を援用しない特別の理由があるときを除く。）。

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合にお

いて、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の

債権に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額

の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収

の見込みがないとき。

(4) 債務者が生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護を受け

ている者又はこれに準ずると認められる者であり、かつ、資力の回

復が困難で当該市の債権について履行される見込みがないと認めら

れるとき。

(5) 会社更生法（平成14年法律第154号）第204条第1項、破産法（平

成16年法律第75号）第253条第1項その他の法令の規定により債務者

が当該市の債権についてその責任を免れたとき。

(6) 当該市の債権の存在について法律上の争いがある場合におい

て、市長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

（報告）

第7条 市長は、前条の規定により市の債権を放棄したときは、規則で

定めるところにより議会に報告しなければならない。

（委任）

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和6年4月1日から施行する。
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議案第 13 号

さくら市保育園運営審議会条例の廃止について

さくら市保育園運営審議会条例を廃止する条例を次のように定める。

令和 6 年 2 月 21 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市保育園運営審議会条例を廃止する条例

さくら市保育園運営審議会条例（平成 17 年さくら市条例第 108 号）は、

廃止する。

附 則

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。
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議案第 14 号

令和 5 年度さくら市一般会計補正予算（第 11 号）

令和 5 年度さくら市の一般会計の補正予算（第 11 号）は、次に定める

ところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3 億 4,124 万 8

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 243 億 1,966

万 1 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 既定の繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」によ

る。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 既定の債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」

による。

（地方債の補正）

第 4 条 既定の地方債の追加、変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 6 年 2 月 21 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正

追 加 (単 位 ： 千 円 )

款 項 事 業 名 金 額

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費
住 民 情 報 関 連 シ ス

テ ム 管 理 事 業
1 3 , 9 6 0

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費
庁 内 業 務 情 報 シ ス

テ ム 管 理 事 業
2 2 , 6 5 9

3 民 生 費 1 社 会 福 祉 費
地 域 医 療 介 護 総 合

確 保 基 金 事 業
5 8 , 3 0 2

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費
あ お ぞ ら 保 育 園 民

営 化 推 進 事 業
1 2 , 6 7 2

5 農 林 水 産 業 費 1 農 業 費
農 業 用 た め 池 防 災

減 災 対 策 事 業
2 0 , 0 0 0

5 農 林 水 産 業 費 1 農 業 費

総 合 交 流 タ ー ミ ナ

ル 施 設 維 持 管 理 事

業

3 , 8 5 0

7 土 木 費 1 土 木 管 理 費
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策

事 業
8 , 0 0 0

7 土 木 費 1 土 木 管 理 費
木 造 住 宅 耐 震 改 修

事 業
4 , 0 0 0

7 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 道 路 維 持 補 修 事 業 4 9 , 1 0 4

7 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費
歩 行 者 安 全 対 策 事

業
5 , 1 0 0
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(単 位 ： 千 円 )

款 項 事 業 名 金 額

7 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費
卯 の 里 ふ れ あ い ア ン

ダ ー 冠 水 対 策 事 業
3 3 , 2 7 0

7 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 道 路 改 良 事 業 1 1 0 , 3 3 1

7 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費

市 道 Ｋ １ ０ １ ０ 号 線

他 ２ 路 線 道 路 改 良 事

業

8 , 0 0 8

7 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費
市 道 Ｕ 1 5 4 0 号 道 路 改

良 事 業
2 0 , 4 0 0

7 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費
草 川 地 区 雨 水 排 水 対

策 事 業
2 0 , 1 3 7

7 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 橋 梁 維 持 事 業 4 , 9 0 0

7 土 木 費 4 都 市 計 画 費 桜 の 郷 づ く り 事 業 2 0 , 1 6 6

7 土 木 費 4 都 市 計 画 費 公 園 整 備 事 業 3 , 0 0 0

7 土 木 費 4 都 市 計 画 費
公 園 施 設 長 寿 命 化 対

策 事 業
7 8 , 0 0 0

9 教 育 費 2 小 学 校 費
小 学 校 施 設 補 修 整 備

事 業
9 , 9 8 1

9 教 育 費 3 中 学 校 費
中 学 校 施 設 補 修 整 備

事 業
3 1 , 7 5 5
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(単 位 ： 千 円 )

款 項 事 業 名 金 額

9 教 育 費 3 中 学 校 費
中 学 校 施 設 長 寿 命 化

改 良 事 業
3 8 6 , 0 0 0

9 教 育 費 6 保 健 体 育 費 学 校 給 食 管 理 事 業 5 , 9 1 8

1 0 災 害 復 旧

費

1 農 林 水 産 業

施 設 災 害 復 旧

費

農 業 用 施 設 災 害 復 旧

事 業
3 2 , 9 0 0
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第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加 (単 位 ： 千 円 )

事 項 期 間 限 度 額

さ く ら 市 上 松 山 児 童 セ ン タ

ー 指 定 管 理 業 務 委 託

令 和 5 年 度 か ら

令 和 7 年 度 ま で
7 8 , 0 0 0

さ く ら 市 南 小 学 童 保 育 セ ン

タ ー 指 定 管 理 業 務 委 託

令 和 5 年 度 か ら

令 和 8 年 度 ま で
7 9 , 8 0 0

さ く ら 市 喜 連 川 児 童 セ ン タ

ー 指 定 管 理 業 務 委 託

令 和 5 年 度 か ら

令 和 9 年 度 ま で
1 5 4 , 0 0 0
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第4表　地方債補正

追　加 （単位：千円）

起債の目的

農業用ため池防
災減災対策事業
費

喜連川中学校屋
内運動場改修事
業費

変　更 （単位：千円）

限 度 額
起 債 の
方 法

利 率 償還の方法 限 度 額
起 債 の
方 法

利 率 償 還 の 方 法

保育施設整備事
業費

30,700 0

電気自動車購入
事業費

2,300 0

農道整備事業費 50,000 44,400

総合交流ターミ
ナル整備事業費

24,900 0

市の堀用水改修
事業費

14,300 16,900

急傾斜地崩壊対
策事業費

10,400 18,400

市道整備事業費 407,600 322,300

公営住宅整備事
業費

44,700 0

都市公園施設整
備事業費

81,700 55,600

橋梁整備事業費 40,100 10,100

防災施設整備事
業費

13,100 12,800

文化財改修事業
費

3,000 0

温泉施設維持管
理事業費

22,500 0

限　度　額 起債の方法 利　　率 償還の方法

5,000
普通貸借
又　　は
証券発行

　4.0%以内（ただ
し、利率見直し方
式で借り入れる資
金について、利率
の見直しを行った
後においては当該
見直し後の利率と
する。）

　政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
にはその債権者と協定
するものによる。ただ
し、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期
限を延長し、短縮し、
若しくは繰上償還、又
は借換えすることがで
きる。

334,100 同上 同上 同上

補　　　　　　正　　　　　　前 補　　　　　　正　　　　　　後

起債の目的

補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

普通貸借　
又　　は　
証券発行

　4.0%以
内（ただ
し、利率
見直し方
式で借り
入れる資
金につい
て、利率
の見直し
を行った
後におい
ては当該
見直し後
の利率と
する。）

　政府資金に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合に
はその債権者
と協定するも
のによる。た
だし、市財政
の都合により
据置期間及び
償還期限を延
長し、短縮
し、若しくは
繰上償還、又
は借換えする
ことができ
る。
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令和5年度さくら市一般会計補正予算
（第11号）に関する説明書
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( )

( )

( )

( )

給　与　費　明　細　書

１　特別職

（単位：千円）

区　分

給　与　費

共済費 合　計職員数
報　酬

7,450 45,979

　（人） 年間支給率(月分)

補
正
後

長　等 3 27,180
11,006

給　料
期末手当 その他

の手当
計

3.35

議　員 18 74,100
23,791

343 38,529

80,373

97,891 23,134 121,025
3.35

その他の
1,036 80,373

特 別 職

計 1,057 154,473 27,180 34,797 343

80,373

7,450 45,979

216,793 30,584 247,377

補
正
前

長　等 3 27,180
11,006

3.35

議　員 18 74,100
23,791

343 38,529

80,490

97,891 23,134 121,025
3.35

その他の
1,043 80,490

特 別 職

計 1,064 154,590 27,180 34,797 343

80,490

216,910 30,584 247,494

比

較

長　等 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 △ 117 0 △ 117計 △ 7 △ 117 0 0

△ 117 △ 117
特 別 職

0 0

その他の
△ 7 △ 117

議　員 0
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（単位：千円）

国・県 地方債 その他

5-さくら市上松山児
童センター指定管理
業務委託

78,000
令和5年度
令和7年度

78,000 51,200 26,800

5-さくら市南小学童
保育センター指定管
理業務委託

79,800
令和5年度　
令和8年度

79,800 52,800 27,000

5-さくら市喜連川児
童センター指定管理
業務委託

154,000
令和5年度　
令和9年度

154,000 56,400 97,600

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

前年度末まで
の支出見込額

当該年度以降
の支出予定額

左の財源内訳

特　定　財　源事　　　　　項 限 度 額

期　間 金　額 期　間 金　額
一　般　
財　源
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（単位：千円）

起債見込額 元金償還見込額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ａ＋Ｂ－Ｃ）

１　普　通　債 13,575,238 12,949,997 2,962,365 1,659,605 14,252,757 

（１）総務 6,117,263 5,755,553 121,665 593,909 5,283,309 

（２）民生 321,562 288,000 0 57,644 230,356 

（３）衛生 325,596 297,808 0 28,480 269,328 

（４）農林水産 539,004 495,330 66,300 65,709 495,921 

（５）商工 90,410 80,410 0 8,820 71,590 

（６）土木 2,575,521 2,482,272 563,100 430,636 2,614,736 

（７）消防 567,784 505,196 400,700 74,660 831,236 

（８）教育 3,038,098 3,045,428 1,810,600 399,747 4,456,281 

２　災害復旧費 88,993 76,683 8,300 16,480 68,503 

（１）公共土木施設 40,768 38,566 0 5,373 33,193 

（２）農林水産業施設 48,225 38,117 8,300 11,107 35,310 

（３）その他公共施設 0 0 0 0 0 

合　　　計 13,664,231 13,026,680 2,970,665 1,676,085 14,321,260 

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込額

区　　　分

前々年度末
現在高

前年度末
現在高見込額

当該年度末
現在高見込額
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議案第 15号

令和 5 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業

特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業特別会計

の補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 286 万 7 千円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 億 4,930 万 7 千

円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 2 月 21 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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令和5年度氏家都市計画事業上阿久津台地
土地区画整理事業特別会計補正予算

（第3号）に関する説明書
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議案第 16号

令和 5 年度さくら市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度さくら市国民健康保険特別会計の補正予算（第 3 号）は、

次に定めるところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 億 5,950 万 9

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 41 億 8,415 万

2 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 2 月 21 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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令和5年度さくら市国民健康保険特別会計補正予算
（第3号）に関する説明書
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議案第 17号

令和 5 年度さくら市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度さくら市後期高齢者医療特別会計の補正予算（第 1 号）は、

次に定めるところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 741 万 7 千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 億 1,244 万 8 千円

とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 2 月 21 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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令和5年度さくら市後期高齢者医療特別会計補正予算
（第1号）に関する説明書
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議案第 18号

令和 5 年度さくら市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 5 年度さくら市介護保険特別会計の補正予算（第 4 号）は、次に

定めるところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6,500 万 9 千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 39 億 4,612 万 円

とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 2 月 21 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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令和5年度さくら市介護保険特別会計補正予算
（第4号）に関する説明書
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